
Innovation and Institutionalization of gTechnolo y Assessment in Japan

　この調査研究は科学技術振興機構( J S T )の社会
技術研究 開 発 セ ン タ ー ( R I S T E X )か ら 受 託 し た「 先進 
技 術 の 社 会 影 響評価 (テクノロジ ーアセスメント)手法
の開発と社会への定着」プロジェクト(2007～2011)の
一環としておこなわれているものである。テクノロジー
アセスメントとは、従来の研究開発・イノベーション
システムや法制度に準拠することが困難な先進技術
に対し、その技術発展の早い段階で将来のさまざま
な社会的影響を予期することで、技術や社会のあり
方についての問題提起や意思決定を支援する制度
や活動を指す。欧米における実践では、幅広い関係
者や国民一般を巻き込み、それぞれにとっての便益や、
安全やリスクに対する考え方の違いを認識し、対話を
図りながら科学技術の発展の方向性を舵取りして
いる。こうした活動はわが国においても断片的に行
われているものの、問題の俯瞰的な把握、不確実性
や価値の多様性の考慮といった点で、政策決定
者のニーズや社会からの信頼に十分に応えている
とはいいがたい。先進技術の社会影響評価が制度化
することで、長期的・戦略的視点から先進技術の社会
導入や普及に貢献し、既存の政策決定システムに
対する補完的な役割を務めることが期待される。

　当プロジェクトでは、今後わが国でどのようにテクノ
ロジーアセスメントが制度化し定着しうるかを探ると
ともに、医療・食品・エネルギーなどの分野における
ナノテクノロジーに関する事例を取り上げて、実際にテク
ノロジーアセスメントを実施している。
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はじめに

調湿とは何か

　調湿とは室内における空気中の湿度をある一定水準に収

まるように調節または調整することである。室内居住環境の観

点から考えれば、人にとって快適な条件を維持するように湿度

を調整することが重要である。建物の湿度環境が適切に保た

れていなければ、結露の発生やカビ・ダニ等の微生物汚染に

つながる危険性があり、居住者の健康にも影響を与える可能

性が高い。一方、低湿度の環境では居住者の乾燥感、アトピー

性皮膚炎や喘息の悪化の問題が見られ、環境の敏感な人に

対してシックハウス症候群の症状の悪化が見られた事例もある。

　個人差はあるものの、人にとって快適な湿度環境は相対湿

度50～60%と言われている。建築物衛生法 の建築物環境

衛生管理基準では相対湿度は40%以上70%以下と定めら

れている。このことから、調湿とは相対湿度が40%以下のとき

は加湿し、70%以上のときは除湿することにより、相対湿度
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　戦後、新建材とアルミサッシの使用により住宅の気密性が高まり、蒸し暑い夏を過ごすため

にすき間風だらけの家で冬の寒さを我慢してきた日本の古来の伝統家屋の欠点の見直しが

図られた。だが他方で、換気が不十分なことから換気量の不足を招き、結露の発生が問題と

なることもあった。さらに換気不足のために、新建材から放出される化学物質によって室内空

気が汚染される懸念も増えてきた。こういった側面は近年になってわが国の住宅施策が省エ

ネ化を志向し、冷暖房効率の優れた高気密･高断熱住宅が増加するに伴い、ますます強調さ

れるようになっている。こうしたことから住宅における環境や健康への関心が高まるなか、調湿

建材や素材、そこに使われる技術の発展が期待されている。農的な暮らしやオール電化、シェ

ア住居など、一般市民にとって理想とする住まい像は多様であるが、その中でも調湿建材はお

しなべて有望な技術とされている。だが調湿は、その言葉の持つ響きや、技術の文化的・歴史

的な背景と併せて、曖昧で多様な解釈がなされてきた。そこから今後の調湿技術の発展に対

する影響も示唆される。そこで本ノートでは調湿とは何かについて改めて考えるとともに、先端

的な調湿技術の応用への期待やリスク、評価にかかる課題、文化的側面など多角的な観点

から調湿技術の将来を展望する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2
調湿の定義と基本特性2-1
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40%以上70%以下の範囲を維持すること、という定義もある。

　調湿に関する重要な特性として、平衡含水率と湿気伝導

率（透湿率）、吸放湿特性がある。吸湿量は、接する空気の

水蒸気量と建材の構造で決まるが、特に空気の水蒸気量とし

て、相対湿度が物性の整理に利用される。空気中に含まれる

ことのできる最大の水蒸気量を飽和水蒸気量といい、温度に

よって決まる。水蒸気量と温度が与えられると水蒸気圧も求

められる。この水蒸気圧（量）を飽和水蒸気圧（量）で割った

ものが相対湿度である。相対湿度が同じであれば、そのときに

吸湿される水分量はほぼ決まっており、それを平衡含水率と呼

ぶ。建材中の水蒸気は水蒸気圧の勾配に比例して移動するが、

この比例常数が湿気伝導率であり、材料内部の水蒸気の移

動の速さを表す。瓶があるとして、平衡含水率は瓶の大きさで、

湿気伝導率は瓶の入口の大きさに喩えられる。調湿において

はこの両方が重要である。したがって、瓶は大きいが入口が小

さいコンクリートなどは調湿速度が遅いということになる。また、

吸放湿性のある材料が壁体に使用されると、室内温度の上

昇あるいは湿度の低下がある場合には材料から湿気が室内

に放出される。逆に温度の低下あるいは湿度の上昇がある場

合、室内から材料へ湿気が吸収される。このような効果に影

響を与える材料特性として、吸放湿特性がある。これは室内

絶対湿度の単位変化に対する吸放湿量κおよび室内温度の

単位変化に対する吸放湿量νによって規定される。
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調湿の方法2-1

　調湿の方法には機械力を用いたアクティブ型と、用いないパッ

シブ型があり、前者は主に空調や除湿機、加湿器を利用し、

後者は主に調湿建材を利用する。パッシブ型については後述

するため、ここではアクティブ型のみ触れる。

　アクティブ型調湿に用いられる主な除湿方法として、最も一

般的なものは空気を露点以下に冷やすことで空気中の水分

を結露し除去する冷却減湿方式である。これはコンプレッサ

方式除湿機やエアコンの除湿運転に利用されている。これに

対し、空気中の水分を吸着剤に吸着し除湿する吸着減湿方

式があり、この方式による吸着剤ロータを搭載した除湿機が
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北陸地方で冬季に好んで使われている。また、産業用として

塩化リチウム水溶液などの吸収液を用い、空気中の水分を

吸収液に吸収させる吸収減湿方式もある。吸着剤による減

湿を乾式、吸収液による減湿を湿式として、これらをデシカント

除湿と呼ぶ。このほか、空気を直接圧縮して、全圧を高めるこ

とで空気中の水蒸気圧を飽和状態とし、結露除去させる圧

縮減湿方式もある。

　加湿方法として、蒸気を噴き出して空気に吸収させること

で空気を加湿する水蒸気吹き出し方式、水を霧状に吹き出し

て空気を加湿する水噴霧方式、水と空気との接触面を多くし

て接触面で水を気化させて加湿する気化方式があり、いずれ

も水を直接気化させるもので従来からの実績も多い。これに

対してデシカント加湿方式は、吸放湿材に吸湿された水分を

空気に放湿させることで加湿するものである。

　こうした除加湿をしている場合、換気のために外気を取り

入れると、外気と室内との湿度の差によって除湿機や加湿

器の負荷が大きくなる。これらの負荷を軽減する目的で利用

されているものに全熱交換器があり、国内では静止形と回転

形が利用されている。静止形全熱交換器は水分と熱を伝え

ることのできる特殊な紙を挟み、屋外からの給気と室内からの

排気が直交流の形で流れる仕組みとなっている。給気と排

気の間で水分と熱の回収が行われる。回転形全熱交換器で

は水分と熱を蓄積できるロータが外気を室内に導入する給気

通路と室内の空気を屋外に排出する排気通路との間で回転

する仕組みとなっている。



　調湿は室内の湿度調整のほか、防露、臭いや化学物質の

吸着・分解も期待できる。以下ではこの三つの機能について

それぞれ見てみることとする。
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調湿の機能2-2

　調湿材は室の温度湿度の変化にかかわらず相対湿度の変

動を抑える方向で働く。平均湿度の良好な部屋での調湿効

果は相対湿度で10%程度期待でき、それは体感によって違い

湿度の調整2-2-1

アクティブ型 露点以下まで冷却し、水分を結露、除去冷却減湿除湿

固体吸着剤による水蒸気の吸着吸着減湿（乾式

デシカント除湿）

塩化カルシウム、塩化リチウム水溶液などによる

水蒸気の吸収

吸収減湿（湿式

デシカント除湿）

全圧を高めることで、飽和湿度を減少圧縮減湿

加湿 蒸気を吹き出して空気に吸収蒸気吹き出し

水を霧状に吹き出して空気を加湿水噴霧

水と空気との接触面を多くして接触面で水を気化気化

吸放湿材に吸湿された水分を空気中に放湿デシカント加湿

負荷軽減 吸気と排気が直交流で流れ、水分と熱を回収静止形全熱交換

水分と熱を蓄積できるロータが吸気・排気通路間で回転回転形全熱交換

パッシブ型 木繊維系、木材木質系

珪藻土系、火山灰系、粘土系、漆喰系土質系

ゼオライト系、ケイ酸カルシウム系、セラミック系石質系

ALC、アルミナ系、カーボンナノチューブその他新素材

表 主な調湿方法
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防露2-2-2

　結露現象は、高温状態で飽和点以下であった空気中の水

蒸気が、空気が低温になるに伴い飽和水蒸気量が低下した

結果、水滴へと相変化を起こすことをいう。熱を与えて温度を

高くしてやれば水蒸気から水滴への相変化は抑えることがで

きる一方で、調湿によって水蒸気を吸湿することで室空気を

飽和水蒸気圧に達しないよう調整することもできる。調湿材

は室内の露点温度を下げ、水分発生などによる室内湿度の

上昇を抑えることで、建材の腐朽、カビ、汚れ、内装の剥離といっ

た被害の原因となる表面結露の防止効果がある。ただし、低

湿な外気との間の換気量が減少すると、調湿の有無にかかわ

らず結露が発生する可能性がある。結露は壁などの材料表

面ないし内部の水蒸気と温度の関係で起こる物理現象であ

るから、暖（冷）房と断熱・気密と換気が影響する。どのような

ときでも室温を上げれば結露は防げるため、調湿性は必ずしも

防露の必要条件ではない。
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が分かるレベルだという意見もあるが、相対湿度に対する人

間の感度はそれほど良くないという報告もある。調湿材を外

壁として用いれば、冬季には室内の湿気を室外に排出でき、

日射照射のない条件下であればより効果的とされる。ただし、

湿気排出という点では隙間をつくる方が効果的である。

　建築研究所が標準的な生活住戸で実施した実証実験に

よれば、機械・自然換気と内装材や家具による水蒸気の吸着・

放出の効果を比較すると、夏季における1日の除湿量につい

ては換気が卓越し、加湿量については吸放湿の影響が強い

ことが示された。ただし、絶対量で比較した場合、換気による

水蒸気の排出量と室内での水蒸気の発生量のバランスで

室内湿度がほぼ決定される。そのため、内装材に調湿性の

高い材料を用いたとしてもそれほど室内湿度調整に寄与せず、

逆に過乾燥を防止するためには換気量を少なくすることの方

が効果的である。快適な湿度環境を維持するためには適切

な換気計画が求められるが、換気量を少なくすることは空気

質の低下を招くおそれもあるため、換気によってのみ湿度の

調整を図ることは難しいという見方もある。
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　調湿系断熱材のセルローズファイバーは、室内側から流入

した水分の一部を内部に取り込むことによって結露を防ぐ。こ

れに対しグラスウールでは保水能力が極めて小さいために流

入水分は一気にシージング（断熱ボードにアスファルト処理を

した構造用面材で、強度があり防水防湿性に優れる）に向か

い結露状態になる。基礎断熱住宅の床下は低湿に保たれ、

居室の影響によって地盤の温度が年々上昇するため、床断

熱住宅の床下より夏季の結露が起こりにくく、床下に置く調

湿材の効果が期待できる。
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臭いや化学物質の吸着・分解2-2-3

　近年、調湿建材には悪臭や健康被害を及ぼす化学物質を

除去することも期待されるようになっている。臭いについては、

調湿材がアンモニアや硫化水素といった臭気物質を吸着し

て濃度を低下させることが確かめられている。

　珪藻土、ゼオライト、石膏などの多孔質物質、比表面積の

大きい物質はホルムアルデヒドをはじめとする揮発性有機化

合物（VOC）を物理的に吸着する。そこでは建材とVOCの親

和性により吸着力が決定し、また、吸着量が大きくなった場合

や温度が上昇した場合には吸着していたVOCが再放散され

ると考えられる。この場合、VOCに対する吸着能に応じてバッ

ファー効果が期待できる。ホルムアルデヒドの吸着は、調湿材

が吸湿した水に化学物質が溶け込むことで生じる。そこで、調

湿材が水を吐き出すときに、化学物質も同時に再放出される

おそれがある。しかし、近年は、化学処理メカニズムを用いるこ

とによって、調湿材で吸着した後のホルムアルデヒドの空気

中の再放出を防ぐ市販調湿建材がある。だが、こうした対策

は化学的吸着と呼ばれ、建材にVOCと反応する化学的薬剤

を混入または塗布して、室内空気中のVOC濃度を低減しよう

というものである。ホルムアルデヒドやアセトアルデヒド類に対

して、ヒドラジド系化合物などの化学的キャッチャー剤が広く実

用化されている。化学的キャッチャー剤の効率や寿命は含有

化合物によって幅があり、また、光、熱、水分、酸・アルカリやそ

の他の化学物質の影響により変質するため、建材が使用され

る環境下で必ずしも安定とは限らない。
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調湿建材・素材と技術3
　調湿建材の2005年における市場規模は7,030千m2、

2006年が7,600千m2（前年比108.1％）、2007年が7,500

千m2（同98.7％）であった。2007年の市場規模のうち、調湿

塗り壁が5,800千m2、タイルが1,700千m2であり、安価な塗り

壁の割合が圧倒的に高いものとなっている。これにより、

2007年の段階では200億円規模の市場と想定される。調湿

建材は自然素材ブームや高気密住宅の増加に伴う結露の問

題を背景に市場を拡大してきたが、2007年は主力の戸建住

宅向けが改正建築基準法の影響を受け伸び悩んだ。一方の

調湿タイルは堅調に伸びたものの、総市場としては前年を割

り込む形となった。社団法人日本建材・住宅設備産業協会で

は、「調湿建材」に客観的な評価を行い、一定以上の性能を

有する製品に「調湿建材認定マーク」を表示する制度を

2007年10月に制定し、運用している。2010年7月28日現在、

24の商品が調湿建材登録・表示製品として認定を受けている。

このうち2008年に登録を受けたものが14件、2009年が7件、

2010年が3件となっており、近年は新規参入企業も少ないこ

とから市場に広がりがなくなってきていることを窺わせる。

　調湿建材はいろいろな素材があり、形状もボード状、タイル

状または塗材（塗り壁材）のように多岐にわたるが、材質によ

り分類すると大きく3つに分けられる。（1）木質系：木繊維系、

木材など、（2）土質系：珪藻土系、火山灰（シラス）系、粘土系、

漆喰系など、（3）石質系：ゼオライト系、ケイ酸カルシウム系、

セラミック系など。このうち珪藻土は多孔質構造で、その細孔

が湿度をコントロールする吸放出機能を発揮しており、調湿素

材として最も代表的なものとなっている。
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調湿建材・素材3-1
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9

珪藻土3-1-1

　珪藻土は、海や湖に浮遊する単細胞の植物性プランクトン

（藻類）の遺骸が湖底や海底に堆積して形成された化石堆

積物の一種であり、通常、珪藻殻のほかに、砂、火山灰、粘土

類などを少量含んでいる。化学成分としては、可溶性の珪酸

を50～70%含むことが特筆され、そのほかに、少量のアルミナ、

鉄分、硫酸分、有機物などが共存している。アメリカ地質調査

書の資料に基づくと、世界の珪藻土生産量は215万t/年程

度で、アメリカが約1/3を占めている。日本の珪藻土は生産量

が約20万t/年で、世界全体の10%弱となっている。鉱床は、

稚内、秋田、石川、岡山、大分、鹿児島などを中心に100ヶ所

以上知られ、新第三紀海成層および第四紀湖成層中に胚胎

している。現在稼働中の鉱山は20ヶ所程度で、採掘は露天

掘りにより行われている。埋蔵量については詳しい記載は見

当たらないが、膨大な量が存在する。

　珪藻土は木炭の数千倍という超多孔質で、粒径が10～30

μmの微細な孔が無数に配列している材料である。空気層を

有して優れた耐火性や断熱性を示すため、古くから、耐火煉瓦、

七輪、コンロなどに使用されてきた。現在の用途はビール、食品、

医薬品などの濾過助剤の原料や吸収剤など幅広い。珪藻土

の無数の孔は水を吸着する作用があり、特に水蒸気を吸着す

るのに適した大きさである。このような特性から、空気中の湿

気を吸放湿する調湿機能を有して、結露を防止したりカビの

発生を抑制したりする効果を示す。こうした調湿性に加え、保

湿性・断熱性も高いことから、仕上材料への利用が図られて

おり、自然素材として、近年、注目を浴びている。その他にも、

抗菌・殺菌性や防虫・殺虫性なども認められ、実用化の研究

が進められている。臭いや煙を吸着して室内空気を清浄する

作用が期待でき、断熱性、保湿性、吸音性や耐火性にも優れ

ており、省エネルギーにも寄与できる天然の空調機能を示す。

珪藻土建材はアンモニアやトリエチルアミンなどの化学物質

の吸着性能が確認されているものの、市販されている建材間

に性能の差があり、建材によっては吸着した化学物質を再放

出するものもあるとされる。
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　珪藻土以外の調湿素材として、木材や漆喰がよく知られて

いるほか、天然シラス、アロフェン、ゼオライト、ALCやバーミキュ

ライトが実用化されている。

　木材の持つ吸放湿特性は、木材の力学強度に影響を及ぼ

し、膨張や収縮による変形や割れなどの崩壊を誘発するため、

木造建築技術者には十分な予測能力が要求される。漆喰は

カルシウムを主成分としており、古くから土蔵や家屋の土で造

られた内外壁の上塗り材として用いられている。天然シラスは

火山灰として噴出したもので、斜長石、石英の鉱物も混じって

いるが、大半は多孔質の軽石状を成す非晶質の火山ガラス

粒子により構成されており、その多孔質構造が調湿、消臭機

能を備えている。アロフェンは二酸化珪素・酸化アルミニウム

の水和物で火山灰土壌中に存在する天然の粘土鉱物である。

アロフェン系調湿建材はビニールクロスに比べ、製造・廃棄

時の環境負荷が大きいものの、ホルムアルデヒドの吸着に伴

う環境影響の低減効果がある。ゼオライトは結晶中に微細孔

を持つアルミノ珪酸塩である沸石類という鉱物の総称であり、

珪藻土と同じく多孔質構造のため、調湿、消臭機能に優れて

いる。床下調湿材や内装材として商品化されている。ALCは

高温高圧養生処理して作られた軽量気泡コンクリートと呼ば

れる建材である。バーミキュライトは蛭石を原料とし、農業や園

芸の土壌改良用土として知られている。

　この他、実用化が期待されているものとしては、水酸化アル

ミニウム粉末を熱処理したアルミナ系調湿材料 や、床下調

湿材として商品化されている多孔質鉱物のセピオライト 、カオ

リナイト 、価格や生産性の点から将来的な展望としてカーボ

ンナノチューブ が挙げられる。

10

その他の調湿素材3-1-2

ナノテクノロジーによる調湿技術3-2

　調湿機能に影響を与える材料の吸放湿特性（容量、速度）

を制御するためには、材料の細孔構造の制御が重要となる。

優れた調湿性能を得るためには、吸放湿容量を支配する、すな

わち毛細管凝縮が起こる数nm～10nm オーダーの細孔と水

蒸気の拡散を支配する30nm 以上のマクロ領域の細孔を制

24

25

26

27

6

28

29

30



11

御することが重要である。日本人の生活において最適とされる

相対湿度60%で細孔による調湿を行うために必要な細孔半

径は2.4～6.2nmというデータもある。1996年度から4年間行

われた工業技術院による官民連帯共同研究では、ケルビンの

毛細管凝縮の理論に着目し、細孔径が数nmと小さく、均一で、

大量に存在すれば特定の湿度で吸湿と放湿を自律的に行う

材料を開発した。これにより吸放湿量も従来の乾燥剤より数

倍から一桁程度大きい材料が合成された。この自律的に吸放

湿する多孔体を無機系の材料で作成すればシロアリや火災な

どの危険性もなくなると考えられる。特に結露問題と凍害を考

慮すれば、毛細管凝縮が起きるサイズで、かつ、侵入した水分

子が凍結できない5nm径以下の細孔を素材や材料に多く持

たせることが望ましい。だが、材料強度を考えれば5nm径のハ

ニカムが理想的とされる。ナノオーダーの細孔径を得る方法は

ある意味で自然の力や偶然性を活用している部分が大きい。

一般的に、多孔質にすると材料強度が低下し、また、強度を高

くするために高温で焼成した場合には、吸放湿特性を持つ原

料の微細孔が減少し、吸放湿特性が低下する。よって、建材

として必要な強度を維持しつつ、吸放湿特性を付加するため

には，原料の選択ならびに焼成温度が重要なポイントとなる。

　近年、調湿効果を高めるために、調湿建材だけでなく調湿

建材と乾式デシカント除湿を併用することが有望視されている。

デシカント除湿による空調は従来の冷却減湿方式と比較して、

過冷却防止のための再加熱エネルギーを必要としない。また、

乾燥材を乾かす熱源には、これまで利用し尽くされて捨てられ

ていた工業低温排熱や空調から排出される低温排熱を利用

できるため、電力消費量を少なくすることができ、省エネルギー

効果が期待されている。デシカント空調に求められる乾燥材

としては、幅広い湿度領域で水蒸気を吸着・放出できる必要

があるが、これに対応すべく産業技術総合研究所では「ハス

クレイ」という高性能な無機系吸放湿材料を開発した。ハス

クレイは粘土鉱物由来の高い比表面積と微小細孔を有する

非晶質アルミニウムケイ酸複合物で、ナノサイズの粒状体で

ある。ナノチューブ状のケイ酸塩であるイモゴライトの部分的

な構造を持ちながらも、大量合成が可能とされている。ハスク

レイの技術移転を受けた戸田工業では調湿材として2009年

より少量生産を開始し、将来的には年間数百トンレベルの生

産を見込んでいる。
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健康・環境面から見た調湿技術4
　調湿技術を住宅に応用することにより、以下の点で住宅の

省エネルギー化が期待される。まず、調湿建材を内装材として

用いることにより、夏季に室内の湿度を低くでき、冷房の設定

温度をあまり下げなくてすむ。これにより冷房の消費電力を抑

えることができる。また、デシカント方式による除湿冷房を用い

ることによって、空調による電力消費量を少なくすることもできる。

　一方で、調湿壁材による吸湿により室温が高くなり、その対

策のために通風や冷房を行うことで冷房エネルギーを増加さ

せる可能性もある。シミュレーションでは、壁体の吸放湿は冷

暖房の潜熱負荷を増加させることが示されている。潜熱負荷

とは、冷暖房負荷のうち温度変化が伴わない水蒸気量の出

入りによる増減を指す。これに対し、空気の温度を変化させる

熱負荷は顕熱負荷と呼ばれる。また、最近の冷房に用いられ

る再熱除湿運転を調湿建材と組み合わせて利用すると、冷房

の負荷が大きくなることが明らかとなっている。こうしたことに

より、調湿材の指標として通常用いられるκ値（室内絶対湿度

の単位変化に対する壁材の吸放湿量）を大きくしてもアクティ

ブ調湿との組み合わせでは消費電力の軽減にならないこと、

また相対湿度を低く抑える方向に働かない可能性がある。一

方で、今までまったく注目されていなかった壁材のν値（室内温

度の単位変化に対する壁材の吸放湿量）を大きくすることで、

除湿運転時のエアコンの消費電力を削減できるとともに、冷

房運転時に相対湿度の上昇を抑える可能性も示されている。

住宅の省エネルギー化4-1
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調湿建材の健康への影響4-2

　調湿建材の使用による人体の影響について、実際に調湿

建材を内装に使用したグループホームでは、認知症の症状が

良くなった、生き生きとしているなど、入居前より健康的になっ

たとの感想が得られている。また、調湿建材を施工した個室に

被験者が滞在する実験では、時間帯によっては体温や心拍

数が低くなる傾向が見られた。これらのことから、調湿建材は

居住者の体調を良好に保ったり、安心感を与える可能性がある。

　調湿建材を用いない場合、快適性のために夏期の冷房温

度は低く設定される傾向にある。「建築物における衛生的環

境の確保に関する法律施行令」 では、居室の温度と外気と

の差は著しくしないこととしているが、温度差が大きくなると人

間の体温調節機能が低下し、自律神経系の調節機能が乱れ

て心理的な不安感が起こり、心身両面の異常が生じるように

なるとされている。これはいわゆる冷房病と呼ばれるもので、長

時間にわたって身体が冷やされることでも起きる。温度差の

人体影響は室内外の滞在時間や居室の温度にも左右される。

温度差が5度を超え、滞在時間が長くなると心理的に大きな

影響を与えるとともに皮膚温を大きく変動させる。また、直腸

温変動も顕著で体温調節系への負荷が大きい。滞在時間が

短く温度差の大きい場合、心拍数の大きな変動がしばしば見

られ、身体負荷が大きい。冷房設定温度を28℃というやや高

めの温度に設定したときでも、湿度制御を行って乾燥した状

態にすると、半袖着用から長袖着用にすると乾湿感が緩和され、

快適感が得られるという。
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　住宅の健康に及ぼす影響が社会問題として広範に認知さ

れるようになったのは、倦怠感・めまい・頭痛・湿疹・のどの痛み・

呼吸器疾患などの新築の住居などで起こる症状が「原因不明」

ではなく、ホルムアルデヒドなどのVOCを原因として生じるシッ

クハウス症の可能性が疑われ始めてからのことである。こうし

た背景によって、2002年には建築物衛生法改正による一定

条件の下でのホルムアルデヒドの測定及び対策の義務づけ、

さらに2003年にはシックハウス対策が盛り込まれた改正建築

基準法が施行され、2種類（クロルピリホス及びホルムアルデ

ヒド）の化学物質について規制がかけられた。クロルピリホス

については、それを添加した建築材料の使用が禁止された。

ホルムアルデヒドについても、内装の仕上げに使用するホル

ムアルデヒド発散建築材料は面積制限をうけることとなった。

さらに2003年7月1日以降に着工された全ての建築物に機械

換気設備の設置が原則義務付けられ、シックハウスへの優先

的対策として法的に明示された。

　他方で、機械換気設備とは別に、シックハウス症候群には、

調湿材の利用によって対処できる部分もあると考えられる。シッ

クハウス問題以降、自然素材などを活用した健康住宅が注目

されるようになり健康住宅ブームの後押しで調湿建材の普及

が見られた。先に述べたように、調湿建材にはVOCの吸着作

用が期待でき、シックハウス症候群のリスク低減に寄与しうる。

また、シックハウス対策には化学物質や生物学的要因のみな

らず、高湿度状態である住環境などの要因対策が必要である

とも言われており、その観点からも調湿の期待される役割は大

きい。さらに、湿度70%になるとカビやダニが発生し、40%以

下ではインフルエンザ感染伝搬率が高くなることから、調湿は

感染症やアレルギー疾患との関係でも重要である。

14

シックハウス対策4-3
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珪藻土をめぐるリスクと応用上の注意5-1

　調湿素材として使用される珪藻土について、健康に対するリ

スクがあるかどうかについて議論が繰り広げられている。1996年、

国際がん研究機関（IARC）によって、珪藻土に含まれる結晶

シリカが発がん性物質のグループ1「発がん物質」に分類された。

これは単純に発がん性があるということではなく、『珪肺患者が

肺がんを併発する可能性が高まる』という報告である。非結晶

シリカはグループ3「発がん性が分類できない」とされ、がんの

可能性については分からないという位置づけになっている 。結

晶シリカについては、2009年3月に再レビューを受け、報告書が

近刊される予定である。シリカ（二酸化珪素）は塵肺（珪肺症）

の原因と言われており、珪藻土が室内に舞って大量に吸い込

むと問題になると言われている。結晶シリカ（クリストバライト）

は地球の地殻の60%を構成しているもので、建築材料として

も一般的に使用されている。珪藻土は未焼成の場合、結晶シ

リカはほとんど入っていない。焼成すると結晶シリカが生成す

るが、現在商品化されている建材のほとんどについて、珪藻土

が焼成されているかどうかはきちんと明示されていない。結晶

シリカは一般に非結晶シリカより調湿効果も落ちるとされる。

　日本では1997年、労働省において職業がん対策専門家会

議を開催するとともに、IARCの発がん性分類においてグルー

プ1「発がん物質」に分類されている化学物質又は工程の中で、

行政対応が一部のみか、またはされてないと考えられるものの

うち、医薬品等特殊なものを除く17項目について検討・整理

を行った。その後、暫定期間の末に2001年4月、日本産業衛

生学会が「シリカの発がん性に関する疫学的知見について

十分な証拠があるとしたIARCの判断は妥当である」との結

論を下し、IARCの評価に支持を表明した。結晶シリカが塵肺

の主要な原因物質であることから、2001年7月、厚生労働省

労働基準局に「肺がんを併発するじん肺の健康管理等に関

する検討会」が設けられた。検討結果は2002年10月に報告

書としてまとめられたが、結晶シリカそのものの発がん性を明ら

かに肯定する知見は得られなかった。

調湿技術の社会的・文化的含意5
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　珪藻土に代表される調湿建材が登場するのは1990年頃

であり、この頃は、室内空気汚染の問題が起こって化学物質

を含む建材に対して批判も起こっていた。珪藻土、炭、天然

系建材が注目度を高めて市場が活性化するなか、性能評価

が求められるようになった。そこで統一した調湿性の評価を目

的に財団法人建材試験センターが中心となり、2002年8月に

JIS A1470-1, A1470-2「調湿建材の吸放湿性試験方法」 

が制定された。この調湿性の評価のための測定法は非常に

時間がかかるため、簡便な方法が求められている。ただし、材

料の物性値が得られる程度のものでなければシミュレーション

に応用が利かず、中途半端な評価になってしまうおそれが指

摘されている。さらに、実効性の性能評価の問題も存在する。

たとえば調湿材を壁の中に置き、その効果を見る研究が遅れ

ているという。セルローズファイバーのような調湿系断熱材に

ついての研究もごく最近見られるようになったばかりである。

新しい建材が登場しても、それに必要な物性値を知る人材も

測定場所も限られていることが課題となっている。

　また、調湿建材のVOC吸着効果は、論理的にはシックハウ

ス症候群のリスク低減に寄与するが、これらの調湿建材がど

の程度の吸着効果があるのかについて定量的な実証研究は

少なく、どれほど実効性を持っているのかは定かでない。建築

物への機械換気設備の設置が法的に明示されたことは、シッ

クハウス対策としての調湿機能に絶対的な評価がなされてい

ないためとも考えられる。さらに、VOC等の化学物質の分解を

行うものとして光触媒が建材に利用され始めている。光触媒

の素材となる酸化チタンは太陽光に含まれる紫外線の作用

により、触媒効果を発揮する。しかし、室内環境における蛍光

灯からの紫外線照射レベルは屋外環境の千分の一程度であ

り、通常の光触媒を利用しても室内では効果を期待できない。

このため、可視光でも効果を得られる可視光応答型光触媒の

研究開発が活発に行われているが、この評価がまだ定まって

いないという根本的な問題がある。
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　「調湿」という言葉は情緒的に扱われることが多く、その意

味は多義的である。日本人は「調湿」という言葉の響きに引

かれ、それが「自然なもの」であり、「よいもの」と感じていると

される。また、それは日本の気候風土に照らした「古くて伝統的」

なものと考えている。これには蔵の土壁や校倉造のイメージが

強いと思われる。だが、倉は調湿するから夏涼しいということや、

正倉院の校倉造は構造的に調湿性があるという見方は、現

在では誤った通念と考えられている。そもそも昔の家のような

天然建材では調湿性は当たり前のものであり、これまで大きな

関心はなかった。一方で、最近の高断熱・高気密住宅では不

意に起こる結露の対策として調湿性を捉えており、ここでも調

湿への関心は高くないとされる。調湿への関心が高いのは結

露と空気汚染を起こしている中途半端な家づくりにおいてで

あり、そこでは熱に頼ることができないため調湿性を重視せざ

るを得ないのだ、という見解も示されている。こうした家づくり

では、しばしば「呼吸する家」といった曖昧な定義に基づく表

現がなされ、呼吸しない家は不健康な家と決めつけられること

がある。一方で「息をする壁体」のように、温暖地域の住宅に

適用することを目的として外壁や天井などの部材の面が透気

機能を持ち、熱・空気・湿気の流れをコントロールできる構造

の建築部材も開発されており、呼吸＝調湿ではない事例も見

られる。このように、「調湿」という響きや、「呼吸」といった擬

人化によって、本来それぞれが持つべき機能が整理されず、

技術や製品が玉石混淆であることは、調湿技術の発展にとっ

て望ましいことではないだろう。これからは「調湿」の文化的な

文脈を尊重しつつ、的確な定義や適切な印象を一般に広め

ていくことが必要だと思われる。
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　調湿技術における、（1）イノベーションや産業化、（2）規制

や自主的な取り組み、について今後のあり方を展望してみたい。

（1）イノベーションや産業化

　まず、イノベーションや産業化に関して、技術や生産プロセ

スにおける画期的なイノベーションが起きたとしても、一般の

建材に対して調湿材が価格競争力を持ちうる可能性は今後

も非常に低い。そのため、価格を下げて製品を広めるよりも、

価格が高くても購買したいという層をいかに作り、確保するか

がポイントであると見られる。調湿材の持つ機能が付加価値

として認められるには、たとえば湿度の調整であれば、居住者

が体感しうるとされる10%以上の湿度調整効果を持つ建材

の開発が期待される。これにおいてはデシカント空調と組み合

わせることで、いずれ明確な調湿効果と省エネ効果が確証さ

れる可能性がある。VOCや臭いの吸着・分解については、建

材自体がVOCや臭い対策の素材に切り替わってきているこ

ともあり、よほど劣悪な住環境でない限り、大きなメリットはない

かもしれない。だがこうした化学的吸着による効果は不安定で

あり、また、化学物質によって化学物質の発生を抑える手法

のため、健康・環境意識の高い消費者は、多少のコストをかけ

ても調湿材を選択することは十分考えられる。

　消費者である住まい手は、現段階では快適性を犠牲にして

省エネルギーを選択するインセンティブは乏しい。湿度の調整

について、調湿材は、エアコンや除湿機など電気を用いたアク

ティブな技術のほか、戸や窓の開放による自然換気という伝

統的なパッシブ手法とどう対抗・共存するかが問われている。

しかし、韓国では会社員の5割以上が会社内で夏場に冷房病

を経験しており、日本でも空調機器に過度に依存する生活に

対する抵抗感は少なくないと考えられる。そうした空調機器へ

の依存による体調不良がより顕在化してくるようになると、調

湿建材の価値が高まることが想定される。

（2）規制や自主的な取り組み

　規制や自主的な取り組みに関して、調湿材に対する実効

性や、シックハウス対策としての有効性など、適切な評価手法

や制度が整備されていないことが課題となっている。規制当
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局においては、将来的に民生部門における温室効果ガス排

出に対する規制などを導入するのであれば、そのためのデータ

や評価のあり方を十分に検討することが先決である。そしてそ

れは、看過されがちなパッシブ技術に対しては特に注意して目

を向けておく必要があるだろう。また、調湿建材のVOC濃度

低減能力についての評価手法が確立すれば、シックハウス対

策における調湿建材の有効性が認められるかもしれない。そ

れを受けて建築基準法や施行令の改正など、何らかの法的・

政策的手当てがなされれば、建築業者や一般消費者が調湿

材を採用する割合が増加すると見られる。

　一方、建材メーカーにおいては、調湿材の付加価値を高め

るため、新たな機能性を追求するとともに、意匠や広報につい

て工夫をすることが望まれる。それにあたり、メーカー間の連携

を深め、協働しながら広く社会への認知を進めていく姿勢があ

るとよい。その一方で、調湿建材認定マークの取得やメリット

の宣伝ばかりでなく、素材についても積極的にデータを開示し、

一部の消費者からの安全性に対する懸念や疑問に真摯に対

応することが求められよう。
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